
７月から運転免許返納の代理手続を受付します。

警察署と６交番

平日のみ

午前 8:30 ～ 午後 4:00

運転免許センター

平日

午前 8:30 ～ 11:00

午後 1:00 ～ 4:00

日曜（事前申込制）

午後 2:00 ～ 3:00

運転免許センター

警察署

森吉、二ツ井

矢島、美郷

増田、羽後

の ６交番

「代理手続申込書」の用紙受け取り 又は ダウンロード

①

②
代理手続申込書

の記入

③
代理手続に必要な物
・代理手続申込書

・返納者の運転免許証

・代理人の身分を証明する物

・取消申請書（窓口で代筆していただきます。）

代理手続の受付時間

返納者
(高齢運転者)

代理人

※ 返納と同時の場合は、運転経歴証明書の申請もできます。
（写真及び手数料が必要です。詳しくはお問い合わせください。）

注：運転経歴証明書の交付申請のみの場合、代理申請はできません。

問い合わせ先

最寄りの警察署 又は

運転免許センター

（tel.018-824-3738）

交 番 運転免許セン警察署 県警ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ


